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（１）本制度の名称 

本制度の名称は「小規模事業者経営改善資金融資制度」と言う。 

（２）融資対象 

   常時使用する従業員が、商業・サービス業にあっては５人以下、製造業その他にあ

っては２０人以下の小規模事業者とする。 

（３）融資条件 

１）融資限度  １，０００万円に拡充する。 

なお、融資限度には、平成 20 年 3 月 31 日まで取扱う「別枠」の残高を含む。 

２）融資期間 

①設備資金７年以内。 

②運転資金５年以内。 

（４）推薦要件 

１）商工会の経営指導を「原則６カ月以上」受けていること。 

※(記帳指導･労務指導等) 

（５）貸付利率     1.80%(固定) 

 

マル経(無担保・無保証)制度について 

 「労働契約法」が施行されました 

 

「労働契約法」(平成１９年法律第１２８号)は、就業形態の多様化、個別労働紛争の

増加等に対応し、個別の労働者及び使用者の労働関係が良好となるよう、労働契約の

合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を明確にするため、平成１９年１２月

５日に公布され、平成２０年３月１日より施行されました。 

尚、「労働契約法」の問い合わせは下記へ 

 

三島労働基準監督署 電話（０５５）９８６－９１００ 

 

「伊豆の国市商工会会報」は、毎月１日に発行されます。配布エリアは、伊豆の国市全

域です。広告掲載希望の方は、伊豆の国市商工会各所にお問い合わせ下さい。 

伊豆の国市商工会本所 055-949-3090、伊豆長岡支所 055-948-5333、大仁支所
0558-76-3060バックナンバーは、伊豆の国市商工会ホームページに掲載されます。 

ＵＲＬ  ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．izunokuni.org/ 

テーマ  「改正パートタイム労働法」 

 
パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、 

パートタイム労働法が改正され、平成 20年 4月 1日に施行されます。 
今回の改正は労働条件明示の義務化、パートタイム労働者の賃金決定をする際は 

内容、成果、能力、経験等を勘案することの努力義務化など大幅な改正に対応できる 
講習会ですのでぜひご参加ください。 
 
  日  時   平成 20 年 4 月 3 日（木） 午後 7 時～ 
場  所   伊豆の国市商工会 本所（韮山） 
講  師   前川 芳朗 氏 （社会保険労務士・中小企業診断士） 
定  員   30名（先着順） 
参 加 費   無 料 ※参加ご希望の方は、事前にご連絡お願い致します。 
申 込 先   伊豆の国市商工会本所 

 
お問合先   伊豆の国市商工会 本    所 055-949-3090 

伊豆長岡支所 055-948-5333 
                   大 仁 支 所 0558-76-3060 
 

国民生活金融公庫  普通貸付利率 （平成 20 年 3 月 12 日現在） 

 

■一般貸付       5 年以内 2.10%(固定)      5 年超 7 年以内 2.15%(固定) 

        7 年超 10 年以内 2.20%(固定)   10 年超 11 年以内 2.30%(固定) 

      11 年超 13 年以内 2.35%(固定)    13 年超 14 年以内 2.40%(固定) 

14 年超 16 年以内 2.45%(固定)   16 年超 18 年以内 2.50%(固定) 

18 年超 20 年以内 2.55%(固定) 

ぜひ、ご利用下さい。 
お問合せ：伊豆の国市商工会本所  055-949-3090 

伊豆長岡支所  055-948-5333 

大仁支所  0558-76-3060 




